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＜まとめ＞

■長時間労働対策，待ったなし！
　これまで，国は過重労働対策に積極的に取り組んで
きましたが，電通による過労自殺事件を契機に，さら
に過重労働対策を強化している状況です。
　また，働き方改革実行計画においても長時間労働是
正の必要性が求められており，罰則付きの時間外労働
の限度を具体的に定めた「働き方改革関連法」が 6月
29日に成立しました。
　こうした状況にありますので，多くの企業におきま
して，積極的に残業の抑制に努め，長時間労働の改善
を図るケースが見られるようになりました。
　しかし，一方で，労働力人口が減少し，人手不足が
深刻化するなか，「残業を抑制する」といっても，対応
に苦慮する面があります。
　本稿では，最初に過重労働がもたらすリスク，過重
労働における規制強化の内容に関して解説します。そ
の上で，残業削減のための仕組みづくり，残業削減事
例を取り上げて，残業削減方法についてご提案します。
　本稿が，皆様の残業対策のご参考となれば幸いです。
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